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所蔵資料
ア ー カ イ ブ ズ

を読む 第 18回 

ネームセイク・タウンズ協会から東京都への便り 

―東京都‐ニューヨーク姉妹都市提携締結 65周年― 

都文書「東京都－ニューヨーク市との都市提携について」（広外渉発第 16号） 

請求番号：エ 410.01.02 

 

令和 7年（2025）3月 25日、東京都は 「ニューヨーク市及び米国への桜の寄贈について」

という報道発表を行ないました＊1。これは東京都とニューヨーク市の姉妹都市提携が 2025

年に 65周年を迎える記念として、東京都からニューヨーク市に神代曙 （ジンダイアケボノ）

という桜の種子 50 粒を寄贈するという内容です。さらに 2026 年にはアメリカ合衆国が建

国 250 周年を迎えることから、同国に対しても東京都から神代曙の苗木 10本を贈るとして

います。 

ちなみに、この 「神代曙」という桜は東京都調布市の神代植物公園で発見され、平成 3年

（1991）に新品種として登録されました。同園には、米国で生まれた桜とされている「アメ

リカ」という日本名の品種も植栽されており、神代曙も当初はこの「アメリカ」ではないか

と考えられていました。のちに新品種として認定された神代植物公園の桜が「神代曙」と命

名されたのは、「アメリカ」の米国名が“Akebono”であることにちなんでいます＊2。 

現在、東京都は世界 12の都市と姉妹友好都市

関係を結んでおり、最も新しいロンドン市との

友好都市関係（平成 27 年 10 月 14 日締結）で

は、オリンピック・パラリンピック競技大会の開

催にかかわる協力も念頭におかれていました。

ニューヨーク市は、東京都にとって最初に姉妹

都市提携を締結したパートナーでした＊3。 

65周年に寄せて贈られる神代曙の新たな芽吹

きを願いつつ、今回の「所蔵資料を読む」では、

昭和 35 年（1960）2 月 29 日に東龍太郎（東京

都知事）とロバート・Ｆ・ワグナー（ニューヨー

ク市長）が締結を宣言した都市提携にまつわる、

一通の英文書簡を取りあげます。 

【画像１】東京都とニューヨーク市と

の都市提携に関する公文書を綴じた簿

冊（請求番号：エ 410.01.02）。 
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１．資料（画像） 

件名：東京都－ニューヨーク市との都市提携について 

文書番号：広外渉発第 16号 

請求番号：エ 410.01.02 
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２．資料（テキスト） 

 

Namesake Towns Association 

91 CENTRAL PARK WEST 

NEW YORK 23, N.Y. 

October 19th 1959 

His Excellency 

Yutaro
［ママ］

 Azuma, 

Governor of the Metropolitan 

of Tokyo. 

Tokyo, Japan. 

 

Your Excellency, 

International goodwill and understanding depend a great deal on understanding between the 

different peoples of the world. It is through personal contacts on a people to people basis that 

understanding and friendship develop. 

 

We feel that a project between Tokyo and New York would be of enormous value and would 

serve as an example for other cities to follow and in this matter, we would be very grateful to 

you, if you would give it thought. In broad lines, if you approved of the idea, it could start by 

an exchange of greetings between the officials of both cities, and then a permanent program 

of cultural exchanges could be worked out as well as economic, trade and other exchanges. 

 

I understand that Japan is going to have a very large display at the Worlds Trade Fair in New 

York next year, so that any ‘Sister City’ Program could but be of great value to both 

communities. 

 

I would be most grateful if Your Excellency would be good enough to consider this, and will 

look forward to hearing your ideas and suggestions. 

 

Yours faithfully, 

Barbara
［手書き署名］

 Spencer 

Hon Mrs G. Spencer 

President 
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３．日本語訳  

 

ネームセイク・タウンズ協会 

郵便番号：23 

ニューヨーク州ニューヨーク市 

セントラルパーク・ウエスト 91 番地 

1959 年 10 月 19 日 

 

東京都知事 東ユウタロウ
［原文：Yutaro］

 閣下 

日本国 東京都 

 

拝啓 

国際的な友好と相互理解は、世界の異なる諸国民間の理解に大いに依存しております。人

と人との対面交流を通じて、互いの理解と友情は深まるものと確信いたしております。 

 

ネームセイク・タウンズ協会は、東京とニューヨークとの間の事業が非常に大きな価値を

持ち、あとに続く諸都市への模範になるものと考えております。この点につきまして、閣下

にご一考いただければ誠に幸いです。大枠として、もしこの案にご賛同いただけるようであ

れば、はじめに両都市の関係者による挨拶交換を行ない、その後、文化交流をはじめ、経済、

貿易その他の交流にかかわる恒常的なプログラムを進めていくことができるものと考えて

おります。 

 

来年度ニューヨークで開催される世界見本市において日本が大規模な展示を行なう予定

と聞き及んでおり、いかなるものであれ 「姉妹都市」プログラムは双方の地域社会に大きな

利益をもたらすものと存じます。 

 

本件についてご高配賜りますようお願い申し上げ、閣下のご意見やご提案を賜ることを心

よりお待ち申し上げております。 

敬具 

バーバラ・スペンサー
［手書き署名］

 

会長 G. スペンサー 
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※参考のため、書簡を収受した東京都広報渉外局外事部渉外課で作成された「書簡の訳文」

を掲載します【画像２】。この訳文は書簡の内容を共有するためのもので、宛先や差出人の

情報を含む書簡の形式までは訳出されていません。 

 

 

３．資料解説 

今回とりあげた書簡は「エ 410.01.02」という請求番号が付された簿冊に収められています。

この簿冊には、当時の東京都で外事関係業務を所管していた広報渉外局外事部渉外課が作成し

た、東京都とニューヨークの都市提携にかかわる文書 30 件が綴じられています【画像 1】。都市

提携締結の正式発表以前に作成されたほとんどの文書に朱書きで 「至急」・「極秘」・「秘」と表示

されており、起案から決裁までの迅速な処理や、折衝中の事案にかかわる文書の慎重な取扱いが

求められていたようです【画像３】＊4。 

【画像２】「東京都－ニューヨーク市の都市提携について」（文書番号：広外渉収第 415

号／請求番号：エ 410.01.02）に添付された「書簡の訳文」。 
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この簿冊に綴じられた文書群は、請求番号が同じなだけでなく「東京都－ニューヨーク市との

都市提携について」といった類似の件名が付されているため、文書の識別にあたっては文書番号

が必要となります。書簡は昭和 35 年（1960）2 月 1 日に決裁・施行された「東京都とニューヨ

ーク市との都市提携について」（文書番号：広外渉発第 16 号）という文書に参考資料として綴じ

られたもので、東京都とニューヨーク市が都市提携を締結した時代状況に視野をひらく重要

な手がかりを含んでいます。 

 

・書簡の宛先と差出人 

書簡の冒頭には“Namesake Towns Association”（ネームセイク・タウンズ協会）という団体名

と所在地が印字されています。その下には“October 19th 1959”（1959 年 10 月 19 日）とタイプ

され、左下に宛先が続いています。日本語訳で「東ユウタロウ」と表記したのは、差出人側で氏

名の表記や発音の確認が不十分だったのか、“Ryotaro Azuma”とすべきところに“Yutaro Azuma”

と記入されているためです【画像４】。 

本文の下にある差出人も確認しておきましょう。青いインクで“Barbara Spencer” （バーバラ・

スペンサー）という署名がなされていますが、その下には“Hon Mrs G. Spencer”とあります。

“Hon”は直訳すると「名誉ある」といった意味の敬称“Honorable”の略語で、これは差出人が敢

【画像３】広報渉外局外事部渉外課が作成した文書 30 件を綴じた簿冊の目次（請求番号：

エ 410.01.02）。 
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えて自分自身に向けた敬称ではなく、公的な地位を示す慣習的な表記にあたります。また、自筆

署名の“Barbara Spencer”とはイニシャルの違う “Mrs G. Spencer”とタイプされているのも、バ

ーバラ・スペンサーの社会的な身分にまつわる当時の表記で、家長にあたる“G. Spencer”という

人物 （フルネームは不明ですが）の夫人であることが推察されます。ややこみいった話になりま

したが、書簡の差出人であるネームセイク・タウンズ協会会長のフルネームはバーバラ・スペン

サー（Barbara Spencer）ということになります【画像５】。 

 

・書簡の内容 

では、ネームセイク・タウンズ協会のバーバラ・スペンサー会長は東龍太郎都知事にどのよう

なことを伝えているのでしょうか。端的にいえば、この書簡は「東京都とニューヨーク間の都市

提携」（a project between Tokyo and New York）の実現に向けた交渉を促すものです。常套句の

ように思われるかもしれませんが、冒頭で「各個人の接触」（personal contacts）を通じて発展す

る「異なる諸国民間の理解」（understanding between the different peoples）と、これに依拠す

る「国際間の親善と理解」（international goodwill and understanding）について言及しているこ

とは、東京都とニューヨークの都市提携にこめられた理念と背景を知るための重要なポイント

となります。 

【画像４】 

【画像５】 
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このことを、ネームセイク・タウンズ協会と

いう団体の性格等に照らして考えてみます。書

簡を収受した東京都は、ネームセイク・タウン

ズ協会とのやりとりを仲介した外務省に、同

会の性格、事業、実績等に関する照会を行ない

ました。これに対する在ニューヨーク総領事

からの回答が「東京都－ニューヨーク市との

都市提携について」（文書番号：広外渉収第448

号／請求番号：エ 410.01.02）という文書に添

付されています【画像６】。 

これによると、ネームセイク・タウンズ協会

は米国と英国の諸都市間の提携を斡旋するた

め昭和 20 年（1945）頃に設立された非営利団

体で、やがて世界各国の諸都市に提携斡旋を

行なうようになったものと説明されていま

す。また在ニューヨーク総領事は、同会の活動

が 国 際 連 合 お よ び 米 国 の The Civic 

Committee of President Eisenhower’s People-

to-People Program （アイゼンハワー大統領 「市

民と市民のプログラム」市民委員会）の公認を

得ていること、また都市提携を斡旋する類縁

団体と異なり「大統領府の Civic Committee 引用者者：：市民委員会 やニューヨーク市当局と

内部的に密接な関係を持っている」ことから、「東京都とニューヨーク市との間の提携を斡旋す

るについては最も適当かつ有力な団体と思料される」と回答しています。 

ここで言及されている 「市民と市民のプログラム」 （People-to-People Program）とは、米国大

統領のドワイト・Ｄ・アイゼンハワーが昭和 31 年（1956）11 月 11 日に正式発表した事業で、

市民や民間団体が主体であることを強調し、国際的な市民交流を通じた平和構築を目指したも

のです。このプロジェクトを実行するために設置された委員会のひとつが市民委員会（Civic 

Committee）であり、都市提携は同委員会の事業として位置づけられていました。これによって

促進された米国の都市提携は昭和 31 年時点の 40 件から昭和 42 年（1967）の 350 件まで増加

し、東京を含む日本の諸都市もそうした流れのなかに加わっていました＊5。 

【画像６】ネームセイク・タウンズ協会につ

いて、在ニューヨーク総領事からの回答。

「東京都－ニューヨーク市との都市提携に

ついて」（文書番号：広外渉収第 448 号／請

求番号：エ 410.01.02） 
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ふたたび在ニューヨーク総領事の回答を参照すると、「Spencer 夫人（Namesake Town 

Association 会長）は上記 Civic Committee の委員」であることが明記されており、東京都とニ

ューヨーク市の都市提携の仲介役としてネームセイク・タウンズ協会が動いていることも、アイ

ゼンハワー大統領の提唱した 「市民と市民のプログラム」に照らして理解されていることが分か

ります。書簡本文の中段以降にある 「文化交流、経済、貿易その他の交流等の恒久的計画」とい

う目標や、昭和 35 年にニューヨークで開かれる世界見本市 （World Trade Fair）に日本が出品予

定であることへの言及も、市民や民間団体の主体性を重視する 「市民と市民のプログラム」の理

念と無縁ではありません。都市提携がアイゼンハワー政権の重要な広報・文化活動の一環であっ

たのと同じく、国際的な見本市も民間企業が主体となって国際交流に貢献する重要な場所として

位置づけられていました＊6。 

こうした「市民と市民のプログラム」による

都市提携運動の推進と広がりやネームセイ

ク・タウンズ協会の存在については、東京都

がニューヨーク市との都市提携 4 周年を記念

して昭和 39 年（1964）に刊行した『東京・ニ

ューヨーク都市提携 4年の歩み』 （請求番号：

総務 D157）【画像 7】のなかでも説明されて

いることです。しかし、都市提携の実現に向か

う機縁としての役割をネームセイク・タウン

ズ協会が果たすことになった文脈について

は、東京都の刊行物だけでなく書簡そのもの

や関連文書にあたらないかぎり理解すること

ができません。 

東京都は昭和 33 年（1958）3 月 18 日付で

外務省に「Sister Cities（姉妹都市関係）の締

結について（照会）」という文書を広報渉外局

長名義で送付しており、「People to People 

Diplomacy 引用者者：：市民と市民の外交 による都市間の親善増進」への寄与等を目標に、「と

もに世界的大都市として、多くの共通問題を有しているニューヨーク市と東京都が姉妹都市関係

を結ぶこと」について打診しています＊7。実際に昭和 20 年代から東京都は大都市行政について

ニューヨーク市を研究対象とする調査資料を作成しており、東京都側にも都市提携を追求する背

【画像 7】『東京‐ニューヨーク都市提携 4

年の歩み』（請求番号：総務Ｄ157） 
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景は存在していたように思われます。そのうえで、東京都とニューヨーク市との間で都市提携締

結にかかわる手続きや交流事業をめぐる具体的な折衝は、最後の段落で東京都側の意見を求め

るネームセイク・タウンズ協会からの書簡があってようやく開始されたのでした。いたってシン

プルかつフォーマルな内容や表現ながら、東京都とニューヨーク市の都市提携がどのような情勢

のなかで急速に動き始めたのかを示唆する、重要な資料だといえるのではないでしょうか。 

 

・おわりに 

東京都とニューヨークの都市提携が宣言さ

れたのは昭和 35 年（1960）2 月 29 日のこと

ですが、それは日本で 60 年安保闘争が激しく

展開されていた時期でもありました。 「市民と

市民のプログラム」を主唱したアイゼンハワ

ー大統領自身も同年 6 月に訪日を予定してい

ましたが、反対運動の激化により中止されま

す。 

緊張を伴う情勢のなかで出発をみた東京都

とニューヨーク市の都市提携ではあります

が、具体的な事業としては東京都の職員や高

校・大学生の派遣、両都市における小中学校の

姉妹校提携など、様々な面での交流が進めら

れていきました。当館所蔵の『都市提携ニュー

ス』（請求番号：総務 E154）は昭和 37 年（1962）

から昭和 52 年（1977）まで刊行されたニュー

ズレターで、東京都－ニューヨーク市間の交

流事業の様子や参加者の体験記などを読むことができます 【画像 8】。今回の「所蔵資料を読む」

では、ネームセイク・タウンズ協会からの書簡を冷戦という国際情勢に照らして読みましたが、

都市提携にもとづいて生まれた様々な交流と経験の積み重ねがあってこそ、両都市の関係が現在

まで続けられてきたことは言うまでもありません。 

令和 4 年（2022）9 月 15 日から 18 日に小池百合子東京都知事がニューヨーク市を訪問しエ

リック・アダムズ市長との会談を行なった際にも、長年にわたる友好関係や平成 29 年（2017）

締結の相互刊行 PR パートナーシップについての謝意を述べています＊8。65 周年を迎えた東京

【画像８】 『東京・ニューヨーク都市提携ニ

ュース』（請求番号：総務 E154） 
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都とニューヨーク市の都市提携のさらなる発展を願いつつ、色々な姉妹友好都市の来歴を訪ね

て資料を探索してみると面白いかもしれません。 

 

注 

＊1 東京都建設局公園緑地部計画課「ニューヨーク市及び米国への桜の寄贈について」令

和７年３月 25 日（https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/03/2025032504

#:~:text=%E9%83%BD%E3%81%AF%E3%80%812025%E5%B9%B4%E3%81%AB,%E

6%A1%9C%E3%82%92%E5%AF%84%E8%B4%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%8

1%99%E3%80%82 2025 年 6月 3日閲覧） 

＊2神代植物公園『神代花だより』第 330 号、2023 年 3 月 

＊3 東京都政策企画局「姉妹友好都市関係樹立文書・合意書」（https://www.seisakukikak
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